


 

 

さいたま市規則第４１号 

   さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市立病院管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４５号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第２条 病院の業務を処理するため、次に掲げる部、

課、室、係、科及びセンターを置く。 

第２条 病院の業務を処理するため、次に掲げる部、

課、室、係、科及びセンターを置く。 

⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

 ⑵ 診療部  ⑵ 診療部 

内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 

循環器内科 膠
こう

原病内科 血液内科 小児科 

乳腺・血管外科 消化器外科 呼吸器外科 

整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児 

外科 皮膚科 形成外科 泌尿器科 産婦人科 

眼科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科 放射線診 

断科 放射線治療科 麻酔科 集中治療科 救 

急科 精神科 緩和ケア科 感染症科 周産期 

母子医療センター 救命救急センター 腫瘍セ 

ンター スポーツ医学総合センター 薬剤科  

中央放射線科 リハビリテーション科 中央検 

査科 臨床工学科 栄養科 

内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 

循環器内科 膠
こう

原病内科 血液内科 小児科 

一般・血管外科 消化器外科 呼吸器外科 

整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児 

外科 皮膚科 形成外科 泌尿器科 産婦人科 

眼科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科 放射線診 

断科 放射線治療科 麻酔科 集中治療科 救 

急科 精神科 緩和ケア科 感染症科 周産期 

母子医療センター 救命救急センター 腫瘍セ 

ンター スポーツ医学総合センター 薬剤科  

中央放射線科 リハビリテーション科 中央検 

査科 臨床工学科 栄養科 

⑶・⑷ ［略］ ⑶・⑷ ［略］ 

  

（分掌事務） （分掌事務） 

第３条 病院の分掌事務は、次のとおりとする。 第３条 病院の分掌事務は、次のとおりとする。 

［略］ ［略］ 

診療部 

 内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 

 循環器内科 膠原病内科 血液内科 小児科 

 乳腺・血管外科 消化器外科 呼吸器外科 整 

形外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 

 皮膚科 形成外科 泌尿器科 産婦人科 眼 

科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科 放射線診断科 

 放射線治療科 麻酔科 集中治療科 救急科 

 精神科 緩和ケア科 感染症科 

診療部 

 内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 

 循環器内科 膠原病内科 血液内科 小児科 

 一般・血管外科 消化器外科 呼吸器外科 整 

形外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 

 皮膚科 形成外科 泌尿器科 産婦人科 眼 

科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科 放射線診断科 

 放射線治療科 麻酔科 集中治療科 救急科 

 精神科 緩和ケア科 感染症科 



 

 

⑴～⑸ ［略］ ⑴～⑸ ［略］ 

［略］ ［略］ 

  

（職員） （職員） 

第５条 病院に常勤の院長を置く。 第５条 病院に常勤の院長を置く。 

２～９ ［略］ ２～９ ［略］ 

１０ 病院経営部に副理事、次長又は参事、課に副 

参事、課長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専 

門幹、参与（第５項の参与を除く。以下この条に 

おいて同じ。）又は主査、室に副参事、室長補佐、

主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主 

査を置くことができる。 

１０ 病院経営部に副理事、次長、参事、調整幹又 

は参与（第５項の参与を除く。以下この項におい 

て同じ。）、課に副参事、課長補佐、主幹、専門 

幹、参与又は主査、室に副参事、室長補佐、主幹、

専門幹、参与又は主査を置くことができる。 

１１ 診療部に参事、各科に部長、科長、主幹、専

門幹、主査又は医長を置くことができる。 

１１ 診療部に参事又は調整幹、各科に部長、科長、

主幹、専門幹、主査又は医長を置くことができる。

１２ ［略］ １２ ［略］ 

１３ 診療部のセンターに科長、主幹、専門幹、主

査又は医長を置くことができる。 

１３ 診療部のセンターに科長、専門幹、主幹、主

査又は医長を置くことができる。 

１４～１６ ［略］ １４～１６ ［略］ 

１７ 看護部に副看護部長、副看護師長、主幹、調

整幹、専門幹、参与、臨床指導員又は主査を置く

ことができる。 

１７ 看護部に副看護部長、副看護師長、調整幹、

専門幹、参与、主幹、臨床指導員又は主査を置く

ことができる。 

１８ ［略］ １８ ［略］ 

１９ 患者支援センターに副理事、参事、副参事、 

看護師長、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、 

参与、副看護師長、臨床指導員又は主査を置くこ 

とができる。 

１９ 患者支援センターに参事、副参事、看護師長、

主幹、調整幹、専門幹、参与、副看護師長、臨床 

指導員又は主査を置くことができる。 

２０～２３ ［略］ ２０～２３ ［略］ 

  

（職務） （職務） 

第６条 常勤の院長は、上司の命を受けて、病院を

統括する。 

第６条 常勤の院長は、上司の命を受けて、病院を

統括する。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 副理事、次長、参事、副参事、副看護部長、総

合調整幹及び調整幹は、上司の命を受け、担任事

務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を

指揮監督する。 

４ 副理事、次長、参事、副参事、副看護部長及び

調整幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、 

その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

５ ［略］ ５ ［略］ 

６ 主幹、専門幹、前条第１０項、第１７項及び第

１９項に規定する参与、主査及び医長は、上司の

命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理す

るため所属職員を指揮監督する。 

６ 主幹、専門幹、前条第１０項の参与、主査及び

医長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、そ

の事務を処理するため所属職員を指揮監督する。 

７～１２ ［略］ ７～１２ ［略］ 

  

別表第２（第１３条関係） 別表第２（第１３条関係） 



 

 

備考 ［略］ 

 

［略］ 

検査

料 

ＨＬＡ抗体同定

検査 

 ［略］ 

  

遺伝子検査（採

血によるもの） 

５，０００円 

遺伝子検査（鼻

腔拭い液採取そ

の他の拭い液採

取によるもの） 

５，０００円 

［略］ 

セカンドオ

ピニオン外

来面談料 

［略］ 

 

遺伝

学的

検査

面談

料 

初診 ３０分ま

で 

１０，０００円 

以降３０

分ごと 

５，０００円 

再診 ３０分ご

と 

５，０００円 

 ［略］ 

 

［略］ 

検査

料 

ＨＬＡ抗体同定

検査 

 ［略］ 

ＪＡＫ２遺伝子

変異解析検査 

３０，０００円 

 
 
 
 
 

 

 ［略］ 

セカンドオ

ピニオン外

来面談料 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 ［略］ 

備考 ［略］ 

  
附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  


